
令 和 元 年

北 海 道 恵 庭 市

第２回定例会議案





報告第１号

平成３０年度恵庭市一般会計予算の繰越明許費について

 平成３０年度恵庭市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。

令和元年６月１７日提出

 恵庭市長 原 田   裕  
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（円）
翌 年 度

金 額 既 収 入
繰 越 額 特 定 財 源 国 ･ 道 支 出 金 そ の 他 市 債

4 衛 生 費 3 清 掃 費 施 設 周 辺 地 域 対 策 事 業 費 3,549,000 3,548,680 3,100,000 448,680
（ 西 3 線 道 路 整 備 工 事 に 伴 う 附 帯 工 事 ）

（道）
6 農 林 水 産 業 費 1 農 林 費 農 業 振 興 対 策 事 業 費 115,519,000 63,437,000 54,612,000 8,825,000

（ 被 災 農 業 者 向 け 強 い 農 業 づ く り 事 業 補 助 金 ）

（道）
6 農 林 水 産 業 費 1 農 林 費 畜 産 振 興 事 業 費 435,121,000 435,121,000 435,121,000

（畜産･酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金）

（国）
7 商 工 費 1 商 工 費 プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業 費 5,323,000 5,323,000 5,323,000

（ プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 務 委 託 ）
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 2 号 ） に よ る 実 施 ）

（国）
7 商 工 費 1 商 工 費 花 の 拠 点 整 備 事 業 費 679,749,000 679,749,000 309,223,000 101,000 326,900,000 43,525,000

（地方創生拠点整備交付金及び環境省補助金事業）
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 2 号 ） に よ る 実 施 ）

9 消 防 費 1 消 防 費 災 害 応 急 対 策 費 （ 台 風 第 21 号 ） 5,000,000 5,000,000 5,000,000
（ 倒 木 等 処 理 委 託 ）

（国）
2 小 学 校 費 恵 庭 小 学 校 長 寿 命 化 改 良 事 業 費 167,669,000 167,669,000 47,816,000 119,700,000 153,000

（ 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 事 業 ）
10 教 育 費 （ 国 の 補 正 予 算 （ 第 2 号 ） に よ る 実 施 ）

（国）
3 中 学 校 費 恵 み 野 中 学 校 ト イ レ 改 修 事 業 費 68,127,000 68,127,000 12,929,000 55,100,000 98,000

（ 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 事 業 ）
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 2 号 ） に よ る 実 施 ）

1,480,057,000 1,427,974,680 865,024,000 8,926,000 504,800,000 49,224,680
（国） （繰越金）

375,291,000 43,776,000
（道） （財政調整基金繰入金）

489,733,000 5,448,680

平成３０年度恵庭市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名
左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

合　　　　　　　　　　　　計
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報告第２号

平成３０年度恵庭市土地区画整理事業特別会計予算の繰越明許費について

 平成３０年度恵庭市土地区画整理事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり

調製したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により

報告する。

令和元年６月１７日提出

 恵庭市長 原 田   裕  
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（円）
翌 年 度

金 額 既 収 入
繰 越 額 特 定 財 源 国 ･ 道 支 出 金 そ の 他 市 債

（国）
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 1 事 業 費 恵 庭 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 費 135,989,000 135,988,320 81,592,992 48,900,000 5,495,328

（ 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 ）

135,989,000 135,988,320 81,592,992 48,900,000 5,495,328
（国） （繰越金）

81,592,992 5,495,328

平成３０年度恵庭市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名
左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

合　　　　　　　　　　　　計
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報告第３号

平成３０年度恵庭市水道事業会計予算の繰越について

 平成３０年度恵庭市水道事業会計予算の繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報告する。

令和元年６月１７日提出

 恵庭市長 原 田   裕  
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円 円 円 円 円 円

１資本的支出 １建設改良費
相生通外１
配水管布設工
事

6,300,000 0 6,300,000 6,300,000 0 0

道路工事の附帯
工事として行う予
定だった水道管布
設工事について、
補償物件の移転
時期が遅れたこと
により、施工ができ
なかったため。

平成３０年度恵庭市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

不　用　額 説 明款 項

左の財源内訳

予算計上額
支払義務
発生額

事　業　名
翌年度
繰越額

翌年度繰越額
に係る繰越を要
するたな卸資産
の購入限度額

損益勘定
留保資金

1
1
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報告第４号

平成３０年度恵庭市下水道事業会計継続費逓次繰越について 

 平成３０年度恵庭市下水道事業会計継続費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公

営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定により報告する。

令和元年６月１７日提出

 恵庭市長 原 田   裕  
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円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

汚泥乾燥施
設建設工事

2,085,000,000 448,000,000 0 448,000,000 398,900,000 49,100,000 11,000,000 35,585,000 2,515,000 0

平成３０年度恵庭市下水道事業会計継続費繰越計算書

地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による建設改良費の継続費繰越額

款 項 事　業　名 継続費の総額

平成３０年度継続費予算現額

支払義務
発生額

翌年度
逓　次
繰越額

翌年度逓次繰越額に係る財源内訳

１資本的支出 1建設改良費

翌年度逓次繰
越額に係る繰
越を要するた
な卸資産の購
入 限 度 額予算計上額

前年度逓次
繰越額

計 国庫補助金 企業債
当年度損益
勘定留保資
金

1
5
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報告第５号

平成３０年度恵庭市下水道事業会計予算の繰越について

 平成３０年度恵庭市下水道事業会計予算の繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報告する。

令和元年６月１７日提出

 恵庭市長 原 田   裕  
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円 円 円 円 円 円 円

 相生地区
 管渠布設工事

20,000,000 0 20,000,000 18,015,000 1,985,000 0

道路工事の附帯
工事として行う予
定だった下水道管
布設工事につい
て、補償物件の移
転時期が遅れたこ
とにより、施工がで
きなかったため。

企業債

平成３０年度恵庭市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

１資本的支出 1建設改良費

不　用　額 説 明款 項

左の財源内訳

予算計上額
支払義務
発生額

事　業　名
翌年度
繰越額

翌年度繰越額
に係る繰越を要
するたな卸資産
の購入限度額

損益勘定
留保資金

1
9
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議案第１号

人権擁護委員候補者の推薦の同意について

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、人権擁護委員候

補者を次のとおり推薦したいので同意を求める。

  令和元年６月１７日提出

                     恵庭市長 原 田   裕  

記

〔氏  名〕  阪 井 すみ子

〔住  所〕  

〔生年月日〕  

〔氏  名〕  石 山 香 織

〔住  所〕  

〔生年月日〕  

〔氏  名〕  野 原   聡

〔住  所〕  

〔生年月日〕  
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人権擁護委員候補者の推薦

推薦する委員（新任）

 氏  名 阪 井 すみ子 生年月日

 住  所

 任  期 自 令和元年１０月１日 ～ 至 令和４年９月３０日

最終学歴

＜職 歴＞

昭和４７年 ４月 ～ 昭和５２年 ３月  夕張市立楓小学校 教諭 

 昭和５２年 ４月 ～ 昭和５８年 ３月  札幌市立南月寒小学校 教諭 

 昭和５８年 ４月 ～ 昭和６３年 ３月  札幌市立清田南小学校 教諭

 昭和６３年 ４月 ～ 平成 ７年 ３月  札幌市立真栄小学校 教諭

 平成 ７年 ４月 ～ 平成１３年 ３月  札幌市立平岡中央小学校 教諭

 平成１３年 ４月 ～ 平成１５年 ３月  札幌市立美しが丘小学校 教頭

 平成１５年 ４月 ～ 平成１８年 ３月  札幌市立平岡中央小学校 教頭

平成１８年 ４月 ～ 平成２２年 ３月  札幌市立上野幌小学校 校長

平成２２年 ４月 ～ 平成２６年 ４月  札幌市南区ＰＴＡ連合会 事務局長
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退任となる委員

 氏  名 石 山 香 織 生年月日

 住  所

 任  期 自 平成２８年７月１日 ～ 至 令和元年９月３０日

退任事由 任期満了

推薦する委員（再推薦）

 氏  名 石 山 香 織 生年月日

 住  所

 任  期 自 令和元年１０月１日 ～ 至 令和４年９月３０日

最終学歴

＜公職歴＞

 平成２０年 ６月 ～ 平成３０年 ５月  恵庭市環境審議会委員

平成２８年 ７月 ～ 現在        人権擁護委員

＜職 歴＞

昭和５７年 ４月 ～ 平成 ３年 ３月  リコーインターナショナル株式会社 
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退任となる委員

 氏  名 野 原   聡 生年月日

 住  所

 任  期 自 平成２８年１０月１日 ～ 至 令和元年９月３０日

退任事由 任期満了

推薦する委員（再推薦）

 氏  名 野 原   聡 生年月日

 住  所

 任  期 自 令和元年１０月１日 ～ 至 令和４年９月３０日

最終学歴

＜公職歴＞

昭和６２年 ５月 ～ 平成１９年 ４月  恵庭市議会議員

平成１９年１２月 ～ 現在        民生委員児童委員

平成２５年 ７月 ～ 現在        人権擁護委員

平成２６年 ２月 ～ 平成３０年 ２月  恵庭市町内会連合会会長

平成２７年 ５月 ～ 平成３０年 ２月  恵庭市社会福祉協議会副会長

＜職 歴＞

 平成 ２年 ６月 ～ 平成 ２年１２月  有限会社野原商店代表取締役

根 拠 法 令 人権擁護委員法

定 数 １０人

任 期 ３年

資格（推薦）

要   件

市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する

住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のあ

る社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦

人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又は

これを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、

人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

禁止事項等

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで若しくは執行を受けるこ

とがなくなるまでの者、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあった者又は日本国

憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくはその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加

入した者のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
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議案第２号 

恵庭市税条例等の一部改正について 

恵庭市税条例等の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

令和元年６月１７日提出 

恵庭市長 原 田   裕   

記 

恵庭市税条例等の一部を改正する条例 

（恵庭市税条例の一部改正） 

第１条 恵庭市税条例（昭和５１年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第１０条各号列記以外の部分中「）、第５４条、第７５条」の次に「、第８８条の６第１

項」を加え、「納期の」を「納期限の」に改め、同条第２号及び第３号中「第１０５条第１

項」を「第８８条の６第１項の申告書、第１０５条第１項」に改める。 

第２２条中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改める。 

第８７条第１項及び第２項を次のように改める。 

軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性

能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に規定する者を

含まないものとする。 

第８７条第３項本文中「第４４３条第１項」を「第４４５条第１項」に、「によって軽自

動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には、第１項の規定にかかわらず」に
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改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改める。 

第８７条の２を削る。 

第８８条を次のように改める。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第８８条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定する３輪以上の軽

自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は軽

自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったと

きは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者等」という。）

が、その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行（道路運

送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供する

ため取得した３輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第４４４条第３項に規

定する車両番号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受け

る売買契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車

の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施

行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供

する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

第８８条の次に次の７条を加える。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第８８条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供す

るもので、次の各号に該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。 

(1) 救急用のもの 

（環境性能割の課税標準） 
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第８８条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価

額として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定した金額とする。 

（環境性能割の税率） 

第８８条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、

当該各号に定める率とする。 

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受

けるもの １００分の１ 

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受

けるもの １００分の２ 

(3) 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３ 

（環境性能割の徴収の方法） 

第８８条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

（環境性能割の申告納付） 

第８８条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる３輪以上の軽

自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４様式によ

る申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければなら

ない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法第４５４条第

１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４

様式による報告書を市長に提出しなければならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第８８条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項に

ついて正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、１０万円

以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発

付の日から１０日以内とする。 
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（環境性能割の減免） 

第８８条の８ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は第９７条第１項各

号に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要と認めるものに対しては、

環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、

規則で定める。 

第８９条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条各号列記以外の部分中「軽

自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第２号ア及びイを次のように改める。 

   ア 軽自動車 

(ア) ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

(イ) ３輪のもの 年額 ３，９００円 

(ウ) ４輪以上のもの 

ａ 乗用のもの 

営業用 年額 ６，９００円 

自家用 年額 １万８００円 

ｂ 貨物用のもの 

営業用 年額 ３，８００円 

自家用 年額 ５，０００円 

(エ) 専ら雪上を走行するもの 年額 ３，６００円 

イ 小型特殊自動車 

(ア) 農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

(イ) その他のもの 年額 ５，９００円 

第９０条（見出しを含む。）及び第９２条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別

割」に改める。 

第９３条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽自動車税」を

「種別割」に、「本節」を「この節」に、「二輪」を「２輪」に、「第３３号の４様式」を
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「第３３号の４の２様式」に改め、同条第２項本文及び第３項中「二輪」を「２輪」に、「第

３３号の４様式」を「第３３号の４の２様式」に改め、同条第４項各号列記以外の部分中「第

８７条第２項」を「第８８条第１項」に改める。 

第９４条の見出し中「軽自動車」を「種別割」に改め、同条第１項中「第８７条第２項」

を「第８８条第１項」に改める。 

第９６条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「ものと認める」

を削り、「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車税」を「種

別割」に改め、「ことができる」を削り、同条第２項各号列記以外の部分及び第３項中「軽

自動車税」を「種別割」に改める。 

第９７条の見出しを「（身体障害者等に対する種別割の減免）」に改め、同条第１項各号

列記以外の部分中「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車税

を課さない」を「種別割を減免する」に改め、同項第１号本文中「のうち、市長が必要と認

めるもの」を削り、同条第２項各号列記以外の部分中「軽自動車税」を「種別割」に、「課

税免除」を「減免」に改め、同項第１号中「課税免除」を「減免」に改め、同条第３項及び

第４項中「軽自動車税」を「種別割」に、「課税免除」を「減免」に改める。 

第９８条第１項本文中「新らたに」を「新たに」に改め、同条第２項中「第８７条の２」

を「第８８条の２」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第７項中「軽自動車税」

を「種別割」に改め、同条第８項前段中「き損」を「毀損」に、「ま滅」を「摩滅」に改め、

同項後段中「き損」を「毀損」に改める。 

附則第１５条の次に次の７条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含む。）に

掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対して

は、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの

間（附則第１５条の８第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第

８７条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 
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第１５条の３ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の規定にか

かわらず、北海道が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。 

  ２ 北海道知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に

関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項において準用

する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

  ３ 北海道知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割

につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第１５条の６の規定により読

み替えられた第８８条の６第１項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長され

た納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認

定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報

を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したこ

とによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る３

輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた

法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみ

なして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項

の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免の特例） 

 第１５条の４ 当分の間、軽自動車税の環境性能割において、法第４４５条第２項の規定の

適用を受けるべき軽自動車は、第８８条の２の規定にかかわらず、北海道が法第１４８条

第２項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽

自動車とする。 

２  前項の規定に該当する３輪以上の軽自動車に対して、法第４４５条第２項の規定を受
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けるための手続その他必要な事項については、この条例の規定にかかわらず、北海道にお

ける自動車税の環境性能割の課税免除の例による。 

第１５条の５ 市長は、当分の間、第８８条の８の規定にかかわらず、北海道知事が自動車

税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動

車に対しては、北海道における自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環

境性能割を減免する。 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１５条の６ 第８８条の６の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」

とあるのは、「北海道知事」とする。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１５条の７ 市は、北海道が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うため

に要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げる金額の合計額を、徴

収取扱費として北海道に交付する。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の８ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８８条の４の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８８条の４（第３号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、同号中「１００分の３」とあるのは、「１００分の２」とする。 

  ３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８８条の４（第２号に係る

部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行わ

れたときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

附則第１６条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第１項中「平成

１８年３月３１日までに初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「法附
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則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第４４４

条第３項に規定する」に、「法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する平

成３１年度分」を「月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改め、

「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア(イ) ３，９００円 ４，６００円

第２号ア(ウ)ａ ６，９００円 ８，２００円

１万８００円 １万２，９００円

第２号ア(ウ)ｂ ３，８００円 ４，５００円

５，０００円 ６，０００円

附則第１６条第２項中「平成２９年４月 1日から平成３０年３月３１日まで」を「平成３

１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に改め、「平成３０年度分」を「令和２年度分」

に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「平成３０年４月１日から平成３１年

３月３１日まで」を「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」に改め、「平成３１

年度分」を「令和３年度分」に改め、同項の表を次のように改める。 

第２号ア(イ) ３，９００円 １，０００円

第２号ア(ウ)ａ ６，９００円 １，８００円

１万８００円 ２，７００円

第２号ア(ウ)ｂ ３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

附則第１６条第３項中「３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるも

のに限る。以下この項及び次項において同じ。）」を「法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３

輪以上のもの」に、「当該軽自動車」を「当該ガソリン軽自動車」に、「平成２９年４月１日

から平成３０年３月３１日まで」を「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、

「平成３０年度分」を「令和２年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、

「平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで」を「令和２年４月１日から令和３年
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３月３１日まで」に、「平成３１年度分」を「令和３年度分」に改め、同項の表を次のよう

に改める。 

第２号ア(イ) ３，９００円 ２，０００円

第２号ア(ウ)ａ ６，９００円 ３，５００円

１万８００円 ５，４００円

第２号ア(ウ)ｂ ３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

附則第１６条第４項中「３輪以上の軽自動車」を「ガソリン軽自動車のうち３輪以上のも

の」に、「当該軽自動車」を「当該ガソリン軽自動車」に、「平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日まで」を「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平成３

０年度分」を「令和２年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「平成３

０年４月１日から平成３１年３月３１日まで」を「令和２年４月１日から令和３年３月３１

日まで」に、「平成３１年度分」を「令和３年度分」に改め、同項の表を次のように改める。 

第２号ア(イ) ３，９００円 ３，０００円

第２号ア(ウ)ａ ６，９００円 ５，２００円

１万８００円 ８，１００円

第２号ア(ウ)ｂ ３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第１７条の見出し及び同条第１項から第３項までの規定中「軽自動車税」の次に「の

種別割」を加え、同条第４項を削る。 

 （恵庭市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 恵庭市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

    附則第５条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第８９条及び新条例」を

「恵庭市税条例第８９条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同条

の表を次のように改める。 
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第８９条第２号ア(イ) ３，９００円 ３，１００円

第８９条第２号ア(ウ)

ａ

６，９００円 ５，５００円

   １万８００円 ７，２００円

第８９条第２号ア(ウ)

ｂ

３，８００円 ３，０００円

５，０００円 ４，０００円

附則第１６条第１項 第８９条 恵庭市税条例の一部を改正する

条例（平成２６年条例第１４号。

以下この条において「平成２６年

改正条例」という。）附則第５条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８９条

附則第１６条第１項

の表第２号ア(イ)の項

第２号ア(イ) 平成２６年改正条例附則第５条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８９条第２号ア(イ) 

３，９００円 ３，１００円

附則第１６条第１項

の表第２号ア(ウ)ａの

項

第２号ア(ウ)ａ 平成２６年改正条例附則第５条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８９条第２号ア(ウ)ａ

６，９００円 ５，５００円

１万８００円 ７，２００円

附則第１６条第１項

の表第２号ア(ウ)ｂの

項

第２号ア(ウ)ｂ 平成２６年改正条例附則第５条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８９条第２号ア(ウ)ｂ

３，８００円 ３，０００円

５，０００円 ４，０００円

第３条 恵庭市税条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第２２号）の一部を次のように
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改正する。 

附則第６条第７項の表第１０条第３号の項中「第１０５条第１項」を「第８８条の６第１

項の申告書、第１０５条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の恵庭市税条例（以下「新条例」

という。）第２２条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民

税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始し

た事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分

は、この条例の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割について適用する。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用する。 
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恵庭市税条例新旧対照表（抄）＜第１条関係＞

現行 改正案

第 1条～第 7条 (略) 

(納税証明事項) 
第 8条 地方税法施行規則(昭和 29年総理府令第 23号。以下「施行規則」
という。)第 1 条の 9 第 2 号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和
26年法律第 185号)第 59条第 1項に規定する検査対象軽自動車又は 2
輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により軽自動車

税を滞納している場合においてその旨とする。

第 9条 (略) 

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金) 
第 10条 納税者又は特別徴収義務者は、第 33条、第 39条、第 40条若
しくは第 43条(第 55条において準用する場合を含む。以下この条にお
いて同じ。)、第 44条の 4第 1項(第 44条の 5第 3項において準用す
る場合を含む。以下この条において同じ。)、第 45条第 1項(法第 321
条の 8第 22項及び第 23項の申告書に係る部分を除く。)、第 54条、
第 75条          、第 90条第 2項、第 105条第 1項若し
くは第 2項、第 109条第 2項、第 112条、第 138条第 1項又は第 145
条第 3 項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入
する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限(納期の 延

第 1条～第 7条 (略) 

(納税証明事項) 
第 8条 地方税法施行規則(昭和 29年総理府令第 23号。以下「施行規則」
という。)第 1 条の 9 第 2 号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和
26年法律第 185号)第 59条第 1項に規定する検査対象軽自動車又は 2
輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割 

 を滞納している場合においてその旨とする。

第 9条 (略) 

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金) 
第 10条 納税者又は特別徴収義務者は、第 33条、第 39条、第 40条若
しくは第 43条(第 55条において準用する場合を含む。以下この条にお
いて同じ。)、第 44条の 4第 1項(第 44条の 5第 3項において準用す
る場合を含む。以下この条において同じ。)、第 45条第 1項(法第 321
条の 8第 22項及び第 23項の申告書に係る部分を除く。)、第 54条、
第 75条、第 88条の 6第 1項、第 90条第 2項、第 105条第 1項若し
くは第 2項、第 109条第 2項、第 112条、第 138条第 1項又は第 145
条第 3 項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入
する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延
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現行 改正案

長があったときは、その延長された納期限とする。以下第 1 号、第 2
号及び第 5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間
の日数に応じ、年 14.6 パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応
じ、第 1号から第 4号までに掲げる期間並びに第 5号及び第 6号に定
める日までの期間については、年 7.3 パーセント)の割合を乗じて計算
した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納

入書によって納入しなければならない。

(1) (略) 
(2) 第 105条第 1項              若しくは第 2項の
申告書又は第 138条第 1項の申告書に係る税額(第 4号に掲げる税額
を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から 1 月を経過する日まで
の期間

(3) 第 105条第 1項              若しくは第 2項の
申告書又は第 138 条第 1 項の申告書でその提出期限後に提出したも
のに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から 1
月を経過する日までの期間

(4)～(6) (略) 

第 11条～第 21条 (略) 

(法人税割の税率) 

長があったときは、その延長された納期限とする。以下第 1 号、第 2
号及び第 5 号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間
の日数に応じ、年 14.6 パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応
じ、第 1号から第 4号までに掲げる期間並びに第 5号及び第 6号に定
める日までの期間については、年 7.3 パーセント)の割合を乗じて計算
した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納

入書によって納入しなければならない。

(1) (略) 
(2) 第 88条の 6第 1項の申告書、第 105条第 1項若しくは第 2項の
申告書又は第 138条第 1項の申告書に係る税額(第 4号に掲げる税額
を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から 1 月を経過する日まで
の期間

(3) 第 88条の 6第 1項の申告書、第 105条第 1項若しくは第 2項の
申告書又は第 138 条第 1 項の申告書でその提出期限後に提出したも
のに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から 1
月を経過する日までの期間

(4)～(6) (略) 

第 11条～第 21条 (略) 

(法人税割の税率) 
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現行 改正案

第 22条 法人税割の税率は、100分の 12.1とする。

第 23条～第 86条 (略) 

(軽自動車税の納税義務者等) 
第 87条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及
び 2輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)
に対し、その所有者に課する。

2 軽自動車等の売買があった場合において、売主が当該軽自動車等の所
有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を

当該軽自動車等の所有者とみなす。

3 軽自動車等の所有者が法第 443条第 1項の規定によって軽自動車税を
課することができない者である場合においては          、

その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供するもの   に

ついては、これを課さない。

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範
囲) 

第 87条の 2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来
の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対しては、軽自

動車税を課さない。

第 22条 法人税割の税率は、100分の 8.4 とする。

第 23条～第 86条 (略) 

(軽自動車税の納税義務者等) 
第 87条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該 3輪以上の軽
自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動

車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する 3輪以上の軽自動車の取得者には、法第 443条第 2項
に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第 445条第 1項の規定により種別割   を
課することができない者である場合には、第 1項の規定にかかわらず、
その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等に

ついては、これを課さない。
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現行 改正案

(1) 救急用のもの

第 88条 削除
(軽自動車税のみなす課税) 

第 88条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権
を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前

条第 1項に規定する 3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において
「3 輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者と
みなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主
の変更があったときは、新たに買主となる者を 3 輪以上の軽自動車の
取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第 444 条第 3 項に規定する販売業者等(以下この項において「販売
業者等」という。)が、その製造により取得した 3 輪以上の軽自動車又
はその販売のためその他運行(道路運送車両法第 2条第 5項に規定する
運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した 3
輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第 444 条第 3 項に
規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第 1項
の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、
当該販売業者等を 3 輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能
割を課する。

4 法の施行地外で 3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該 3輪以上の
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現行 改正案

軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該

3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得
者とみなして、環境性能割を課する。

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範
囲) 
第 88条の 2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来
の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対しては、軽自

動車税を課さない。

(1) 救急用のもの

(環境性能割の課税標準) 
第 88 条の 3 環境性能割の課税標準は、3 輪以上の軽自動車の取得のた
めに通常要する価額として施行規則第 15 条の 10 に定めるところによ
り算定した金額とする。

(環境性能割の税率) 
第 88条の 4 次の各号に掲げる 3輪以上の軽自動車に対して課する環境
性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第 451条第 1 項(同条第 4項において準用する場合を含む。)の
規定の適用を受けるもの 100分の 1 
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現行 改正案

(2) 法第 451 条第 2 項(同条第 4 項において準用する場合を含む。)の
規定の適用を受けるもの 100分の 2 

(3) 法第 451条第 3項の規定の適用を受けるもの 100分の 3 

(環境性能割の徴収の方法) 
第 88条の 5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなけ
ればならない。

(環境性能割の申告納付) 
第 88条の 6 環境性能割の納税義務者は、法第 454条第 1項各号に掲げ
る 3 輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで
に、施行規則第 33号の 4様式による申告書を市長に提出するとともに、
その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法
第 454 条第 1 項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日
までに、施行規則第 33号の 4様式による報告書を市長に提出しなけれ
ばならない。

(環境性能割に係る不申告等に関する過料) 
第 88条の 7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は
報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかっ
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現行 改正案

(軽自動車税の税率) 
第 89条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し 、

1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) (略) 
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
  ア 軽自動車

2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
3輪のもの 年額 3,900円
4輪以上のもの

た場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第 1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき
納期限は、その発付の日から 10日以内とする。

(環境性能割の減免) 
第 88条の 8 市長は、公益のため直接専用する 3輪以上の軽自動車又は
第 97 条第 1 項各号に掲げる軽自動車等(3 輪以上のものに限る。)のう
ち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な
事項については、規則で定める。

(種別割  の税率) 
第 89条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、

1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) (略) 
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

  ア 軽自動車

(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
(イ) 3輪のもの 年額 3,900円
(ウ) 4輪以上のもの
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現行 改正案

     乗用のもの

      営業用 年額 6,900円
      自家用 年額 1万 800円
     貨物用のもの

      営業用 年額 3,800円
      自家用 年額 5,000円
    専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円
  イ 小型特殊自動車

    農耕作業用のもの 年額 2,400円
    その他のもの 年額 5,900円

(3) (略) 

(軽自動車税の賦課期日及び納期) 
第 90条 軽自動車税の賦課期日は、4月 1日とする。
2 軽自動車税の納期は、5月 16日から同月 31日までとする。

第 91条 (略) 

(軽自動車税の徴収の方法) 
第 92条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。

    ａ 乗用のもの

       営業用 年額 6,900円
       自家用 年額 1万 800円
    ｂ 貨物用のもの

       営業用 年額 3,800円
       自家用 年額 5,000円

(エ) 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円
イ 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円
(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) (略) 

(種別割  の賦課期日及び納期) 
第 90条 種別割  の賦課期日は、4月 1日とする。
2 種別割  の納期は、5月 16日から同月 31日までとする。

第 91条 (略) 

(種別割  の徴収の方法) 
第 92条 種別割  は、普通徴収の方法によって徴収する。
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現行 改正案

(軽自動車税に関する申告又は報告) 
第 93条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者

(以下本節 において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車
等の所有者等となった日から 15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自
動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第 33号の 4様式  によ
る申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第 33号の 5様式による申告書並びにその者の住所を
証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場
合においては、その事由が生じた日から 15日以内に、当該変更があっ
た事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第 33号の 4様式  による申告書並びに原動機付自
転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第 33
号の 5 様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、
次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでな

い。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でな
くなった日から 30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者
又は使用者にあっては施行規則第 33号の 4様式  による申告書並び
に原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第 34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

(種別割  に関する申告又は報告) 
第 93条 種別割  の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者

(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車
等の所有者等となった日から 15日以内に、軽自動車及び 2輪の小型自
動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第 33号の 4の 2様式によ
る申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第 33号の 5様式による申告書並びにその者の住所を
証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場
合においては、その事由が生じた日から 15日以内に、当該変更があっ
た事項について軽自動車及び 2 輪の小型自動車の所有者又は使用者に
あっては施行規則第 33号の 4の 2様式による申告書並びに原動機付自
転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第 33
号の 5 様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、
次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでな

い。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でな
くなった日から 30日以内に、軽自動車及び 2輪の小型自動車の所有者
又は使用者にあっては施行規則第 33号の 4の 2様式による申告書並び
に原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第 34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
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現行 改正案

4 第 87 条第 2 項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動
車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があっ

た場合には、当該請求があった日から 15日以内に次の各号に掲げる事
項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1)～(5) (略) 

(軽自動車に係る不申告等に関する過料) 
第 94条 軽自動車等の所有者等又は第 87条第 2項に規定する軽自動車
等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正

当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に

対し 10万円以下の過料を科する。
2・3 (略) 

第 95条 (略) 

(軽自動車税の減免) 
第 96条 市長は、公益のため直接専用するものと認める軽自動車等  
         に対しては、軽自動車税を減免することができる。

2 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限
までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各

号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する

4 第 88 条第 1 項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動
車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があっ

た場合には、当該請求があった日から 15日以内に次の各号に掲げる事
項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1)～(5) (略) 

(種別割 に係る不申告等に関する過料) 
第 94条 軽自動車等の所有者等又は第 88条第 1項に規定する軽自動車
等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正

当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に

対し 10万円以下の過料を科する。
2・3 (略) 

第 95条 (略) 

(種別割  の減免) 
第 96条 市長は、公益のため直接専用する      軽自動車等のう
ち必要と認めるものに対しては、種別割  を減免する      。

2 前項の規定によって種別割  の減免を受けようとする者は、納期限
までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各

号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する
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現行 改正案

書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1)～(8) (略) 
3 第 1項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由が消
滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。

(軽自動車税の課税免除) 
第 97条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等           
に対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 身体又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「障害者」という。)
が所有する軽自動車等(障害者と生計を一にする者が所有する軽自動
車等を含む。)であって、障害者若しくは障害者と生計を一にする者
が運転するもの又は障害者(障害者のみで構成される世帯の者に限
る。)を常時介護する者が専ら当該障害者のために運転するもののう
ち、市長が必要と認めるもの。ただし、対象となる障害者 1人につき
1台に限るものとする。

(2) (略) 
2 前項第 1号の規定によって軽自動車税の課税免除を受けようとする者
は、納期限までに、市長に対して身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第
283 号)第 15 条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別
援護法(昭和 38年法律第 168号)第 4条の規定により戦傷病者手帳の交

書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1)～(8) (略) 
3 第 1項の規定によって種別割  の減免を受けた者は、その事由が消
滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。

(身体障害者等に対する種別割の減免) 
第 97条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるもの
に対しては、種別割を減免する  。

(1) 身体又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「障害者」という。)
が所有する軽自動車等(障害者と生計を一にする者が所有する軽自動
車等を含む。)であって、障害者若しくは障害者と生計を一にする者
が運転するもの又は障害者(障害者のみで構成される世帯の者に限
る。)を常時介護する者が専ら当該障害者のために運転するもの
             。ただし、対象となる障害者 1人につき
1台に限るものとする。

(2) (略) 
2 前項第 1号の規定によって種別割  の減免  を受けようとする者
は、納期限までに、市長に対して身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第
283 号)第 15 条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別
援護法(昭和 38年法律第 168号)第 4条の規定により戦傷病者手帳の交
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現行 改正案

付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳等」

という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以
下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付さ
れた精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福
祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和 35年法律第 105号)第 92条の
規定により交付された障害者又は障害者と生計を一にする者若しくは

障害者(障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の
運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示すると
ともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に課税免除を必要とす

る理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 課税免除を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しな
い者にあっては、氏名及び住所)並びに課税免除を受ける者が障害者
と生計を一にする者である場合には、当該障害者との関係

(2)～(6) (略) 
3 第 1項第 2号の規定によって軽自動車税の課税免除を受けようとする
者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、
当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当

該書類の提出)をするとともに、前条第 2 項各号に掲げる事項を記載し
た申請書を提出しなければならない。

付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳等」

という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以
下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付さ
れた精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福
祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和 35年法律第 105号)第 92条の
規定により交付された障害者又は障害者と生計を一にする者若しくは

障害者(障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の
運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示すると
ともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免  を必要とす

る理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 減免  を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しな
い者にあっては、氏名及び住所)並びに減免  を受ける者が障害者
と生計を一にする者である場合には、当該障害者との関係

(2)～(6) (略) 
3 第 1項第 2号の規定によって種別割  の減免  を受けようとする
者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、
当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当

該書類の提出)をするとともに、前条第 2 項各号に掲げる事項を記載し
た申請書を提出しなければならない。
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現行 改正案

4 第 1項の規定により、軽自動車税の課税免除を受けた者は、その事由
が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければなら

ない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等) 
第 98条 新らたに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等
の所有者等となった者は、市長に対し、第 93条第 1項の申告書を提出
する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の
提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次

項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受
けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める

場合は、この限りでない。

2 法第 443条若しくは第 87条の 2又は第 87条第 3項ただし書の規定に
よって軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特

殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在する

こととなったときは、その事由が発生した日から 15日以内に、市長に
対し標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車を提示して、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなけれ

ばならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自

動車が法第 443条若しくは第 87条の 2又は第 87条第 3項ただし書の

4 第 1項の規定により、種別割  の減免  を受けた者は、その事由
が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければなら

ない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等) 
第 98条 新たに 原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等
の所有者等となった者は、市長に対し、第 93条第 1項の申告書を提出
する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の
提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次

項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受
けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める

場合は、この限りでない。

2 法第 445条若しくは第 88条の 2又は第 87条第 3項ただし書の規定に
よって種別割  を課することのできない原動機付自転車又は小型特

殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在する

こととなったときは、その事由が発生した日から 15日以内に、市長に
対し標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車を提示して、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなけれ

ばならない。種別割  を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自

動車が法第 445条若しくは第 88条の 2又は第 87条第 3項ただし書の
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現行 改正案

規定によって軽自動車税を課されないこととなったときにおける当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、ま

た、同様とする。

3～6 (略) 
7 第 2項の標識及び第 3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付
自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないことと

なったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有若しくは使

用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動

車に対して軽自動車税が課されることとなったときは、その事由が発生

した日から 15日以内に市長に対し、その標識及び証明書を返納しなけ
ればならない。

8 第 1項又は第 2項の標識を受けた者は、その標識をき損し、若しくは
亡失し、又はま滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再

交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は

亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として 500 円を
納めなければならない。

9 (略) 

第 99条～第 149条 (略) 

附 則

規定によって種別割  を課されないこととなったときにおける当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、ま

た、同様とする。

3～6 (略) 
7 第 2項の標識及び第 3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付
自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないことと

なったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有若しくは使

用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動

車に対して種別割  が課されることとなったときは、その事由が発生

した日から 15日以内に市長に対し、その標識及び証明書を返納しなけ
ればならない。

8 第 1項又は第 2項の標識を受けた者は、その標識を毀損し、若しくは
亡失し、又は摩滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再

交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又は

亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として 500 円を
納めなければならない。

9 (略) 

第 99条～第 149条 (略) 

   附 則
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現行 改正案

第 1条～第 15条 (略) 第 1条～第 15条 (略) 

(軽自動車税の環境性能割の非課税) 
第 15条の 2 法第 451条第 1項第 1号(同条第 4項において準用する場
合を含む。)に掲げる 3輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下こ
の条において同じ。)に対しては、当該 3 輪以上の軽自動車の取得が令
和元年 10月 1日から令和 2年 9月 30日までの間(附則第 15条の 8第
3項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第 87条第
1項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) 
第 15条の 3 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第 1章
第 2節の規定にかかわらず、北海道が、自動車税の環境性能割の賦課徴
収の例により、行うものとする。

2 北海道知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性
能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第 446条第 1項(同条
第 2項において準用する場合を含む。)又は法第 451条第 1項若しくは
第 2項(これらの規定を同条第 4項において準用する場合を含む。)の適
用を受ける 3 輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするとき
は、国土交通大臣の認定等(法附則第 29 条の 9 第 3 項に規定する国土
交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をす
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現行 改正案

るものとする。

3 北海道知事は、当分の間、第 1項の規定により賦課徴収を行う軽自動
車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があること

を附則第 15条の 6の規定により読み替えられた第 88条の 6第 1項の
納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後におい
て知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定

等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申
請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段

を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土
交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるもので

あるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る

3輪以上の軽自動車について法附則第 29条の 11の規定によりその例に
よることとされた法第 161 条第 1 項に規定する申告書を提出すべき当
該 3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に
関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性
能割の額は、同項の不足額に、これに 100分の 10の割合を乗じて計算
した金額を加算した金額とする。

(軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免の特例) 
第 15条の 4 当分の間、軽自動車税の環境性能割において、法第 445条
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現行 改正案

第 2項の規定の適用を受けるべき軽自動車は、第 88条の 2の規定にか
かわらず、北海道が法第 148 条第 2 項の規定により条例で定める自動
車に相当するものとして市長が定める 3輪以上の軽自動車とする。

2 前項の規定に該当する 3輪以上の軽自動車に対して、法第 445条第 2
項の規定を受けるための手続その他必要な事項については、この条例の

規定にかかわらず、北海道における自動車税の環境性能割の課税免除の

例による。

第 15 条の 5 市長は、当分の間、第 88 条の 8 の規定にかかわらず、北
海道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものと

して市長が定める 3 輪以上の軽自動車に対しては、北海道における自
動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免

する。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例) 
第 15条の 6 第 88条の 6の規定による申告納付については、当分の間、
同条中「市長」とあるのは、「北海道知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付) 
第 15条の 7 市は、北海道が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関す
る事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第 29条の 16 
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現行 改正案

(軽自動車税    の税率の特例) 
第 16条 平成 18年 3月 31日までに初めて道路運送車両法第 60条第 1
項後段の規定による              車両番号の指定(次
項から第 4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法

第 1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として北海道に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 
第 15条の 8 営業用の 3輪以上の軽自動車に対する第 88条の 4の規定
の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第 1号 100分の 1 100分の 0.5 
第 2号 100分の 2 100分の 1 
第 3号 100分の 3 100分の 2 

2 自家用の 3輪以上の軽自動車に対する第 88条の 4(第 3号に係る部分
に限る。)の規定の適用については、同号中「100分の 3」とあるのは、
「100分の 2」とする。

3 自家用の 3 輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第 88 条の
4(第 2 号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該
軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中

「100分の 2」とあるのは、「100分の 1」とする。

(軽自動車税の種別割の税率の特例) 
第 16条 法附則第 30条第 1項に規定する 3輪以上の軽自動車に対する
当該軽自動車が最初の法第 444条第 3項に規定する車両番号の指定(次
項から第 4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月
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現行 改正案

附則第 30条第 1項に規定する 3輪以上の軽自動車に対する平成 31年
度分の軽自動車税    に係る第 89条の規定の適用については、当
分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第 2号ア 3,900円 4,600円
 6,900円 8,200円
 1万 800円 1万 2,900円
 3,800円 4,500円
 5,000円 6,000円

2 法附則第 30条第 2項第 1号及び第 2号に掲げる 3輪以上の軽自動車
に対する第 89条の規定の適用については、当該軽自動車が平成 29年 4
月 1日から平成 30年 3月 31日までの間に初回車両番号指定を受けた
場合には平成 30年度分の軽自動車税    に限り、当該軽自動車が
平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの間に初回車両番号指
定を受けた場合には平成 31年度分の軽自動車税    に限り、次の
表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

第 2号ア 3,900円 1,000円
 6,900円 1,800円
 1万 800円 2,700円

から起算して 14年を経過した月の属する年度以後の年度分     
  の軽自動車税の種別割に係る第 89条の規定の適用については、当
分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第 2号ア(イ) 3,900円 4,600円
第 2号ア(ウ)ａ 6,900円 8,200円

1万 800円 1万 2,900円
第 2号ア(ウ)ｂ 3,800円 4,500円

5,000円 6,000円

2 法附則第 30条第 2項第 1号及び第 2号に掲げる 3輪以上の軽自動車
に対する第 89条の規定の適用については、当該軽自動車が平成 31年 4
月 1日から令和 2年 3月 31日まで の間に初回車両番号指定を受けた
場合には令和 2年度分 の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで の間に初回車両番号指
定を受けた場合には令和 3年度分 の軽自動車税の種別割に限り、次の
表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

第 2号ア(イ) 3,900円 1,000円
第 2号ア(ウ)ａ 6,900円 1,800円
 1万 800円 2,700円
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現行 改正案

3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車(ガ
ソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項

において同じ。)              に対する第 89条の規定
の適用については、当該軽自動車    が平成 29年 4月 1日から平
成 30年 3月 31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成
30年度分の軽自動車税    に限り、当該軽自動車    が平成
30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの間に初回車両番号指定を
受けた場合には平成 31年度分の軽自動車税    に限り、次の表の
左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。

第 2号ア 3,900円 2,000円
 6,900円 3,500円
 1万 800円 5,400円
 3,800円 1,900円
 5,000円 2,500円

4 法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号に掲げる 3輪以上の軽自動車
(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する

 3,800円 1,000円
 5,000円 1,300円

3 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号に掲げる法第 446条第 1項第
3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソ
リン軽自動車」という。)のうち 3輪以上のものに対する第 89条の規定
の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成 31年 4月 1日から令
和 2年 3月 31日まで の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和
2年度分 の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和
2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで の間に初回車両番号指定を
受けた場合には令和 3年度分 の軽自動車税の種別割に限り、次の表の
左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。

第 2号ア(イ) 3,900円 2,000円
第 2号ア(ウ)ａ 6,900円 3,500円

1万 800円 5,400円
第 2号ア(ウ)ｂ 3,800円 1,900円

5,000円 2,500円

4 法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号に掲げるガソリン軽自動車の
うち 3輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する

第 2号ア(ウ)ｂ 3,800円 1,000円
 5,000円 1,300円
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現行 改正案

第 89条の規定の適用については、当該軽自動車    が平成 29年 4
月 1日から平成 30年 3月 31日までの間に初回車両番号指定を受けた
場合には平成 30年度分の軽自動車税    に限り、当該軽自動車 
   が平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの間に初回車
両番号指定を受けた場合には平成 31年度分の軽自動車税    に限
り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第 2号ア 3,900円 3,000円
 6,900円 5,200円
 1万 800円 8,100円
 3,800円 2,900円
 5,000円 3,800円

(軽自動車税    の賦課徴収の特例) 
第 17条 市長は、軽自動車税    の賦課徴収に関し、3輪以上の軽
自動車が前条第 2項から第 4項までの規定の適用を受ける 3輪以上の
軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定

等(法附則第 30条の 2第 1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。
次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税    の額について不足額があるこ

第 89条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成 31年 4
月 1日から令和 2年 3月 31日まで の間に初回車両番号指定を受けた
場合には令和 2年度分 の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽
自動車が令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで の間に初回車
両番号指定を受けた場合には令和 3年度分 の軽自動車税の種別割に限
り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第 2号ア(イ) 3,900円 3,000円
第 2号ア(ウ)ａ 6,900円 5,200円

1万 800円 8,100円
第 2号ア(ウ)ｂ 3,800円 2,900円

5,000円 3,800円

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 
第 17条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽
自動車が前条第 2 項から第 4項までの規定の適用を受ける 3輪以上の
軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定

等(法附則第 30条の 2第 1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。
次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があるこ
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現行 改正案

とを第 90条第 2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長さ
れた納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、
国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申
請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたこ
とを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人

を賦課期日現在における当該不足額に係る 3 輪以上の軽自動車の所有
者とみなして、軽自動車税    に関する規定(第 93条及び第 94条
の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税    
の額は、同項の不足額に、これに 100分の 10の割合を乗じて計算した
金額を加算した金額とする。

4 第 2 項の規定の適用がある場合における第 10 条の規定の適用につい
ては、同条各号列記以外の部分中「納期限(」とあるのは、「納期限(附
則第 17条第 2項の規定の適用がないものとした場合の当該 3輪以上の
軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該」とする。

第 18条～第 25条 (略) 

とを第 90条第 2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長さ
れた納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、
国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申
請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたこ
とを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人

を賦課期日現在における当該不足額に係る 3 輪以上の軽自動車の所有
者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第 93条及び第 94条
の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割
の額は、同項の不足額に、これに 100分の 10の割合を乗じて計算した
金額を加算した金額とする。

第 18条～第 25条 (略) 
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恵庭市税条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）＜第２条関係＞

現行 改正案

第 1条・第 2条 (略) 

   附 則

第 1条～第 4条 (略) 

第 5 条 平成 27 年 3 月 31 日以前に初めて道路運送車両法第 60 条第 1
項後段の規定による車両番号の指定を受けた 3 輪以上の軽自動車に対
して課する軽自動車税    に係る新条例第 89条及び新条例附則第
16 条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる    規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

新条例第 89 条第 2
号ア

3,900円 3,100円
6,900円 5,500円

1万 800円 7,200円
3,800円 3,000円
5,000円 4,000円

新条例附則第 16 条
の表以外の部分

第 89条 恵庭市税条例の一部

を改正する条例(平
成 26 年条例第 14
号。以下この条にお

いて「平成 26 年改
正条例」という。) 

第 1条・第 2条 (略) 

   附 則

第 1条～第 4条 (略) 

第 5 条 平成 27 年 3 月 31 日以前に初めて道路運送車両法第 60 条第 1
項後段の規定による車両番号の指定を受けた 3 輪以上の軽自動車に対
して課する軽自動車税の種別割に係る恵庭市税条例第 89条及び附則第
16 条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第 89条第 2号ア(イ) 3,900円 3,100円
第 89条第 2号ア(ウ)
ａ

6,900円 5,500円
1万 800円 7,200円

第 89条第 2号ア(ウ)
ｂ

3,800円 3,000円
5,000円 4,000円

附則第 16条第 1項 第 89条 恵庭市税条例の一部

を改正する条例(平
成 26 年条例第 14
号。以下この条にお

いて「平成 26 年改
正条例」という。) 
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現行 改正案

附則第 5条の規定に
より読み替えて適用

される第 89条
新条例附則第 16 条
の表第 2号アの項

第 2号ア 平成 26 年改正条例
附則第 5条の規定に
より読み替えて適用

される第 89 条第 2
号ア

3,900円 3,100円
6,900円 5,500円

1万 800円 7,200円
3,800円 3,000円
5,000円 4,000円

附則第 5条の規定に
より読み替えて適用

される第 89条
附則第 16 条第 1 項
の表第 2 号ア(イ)の
項

第 2号ア(イ) 平成 26 年改正条例
附則第 5条の規定に
より読み替えて適用

される第 89 条第 2
号ア(イ) 

3,900円 3,100円
附則第 16 条第 1 項
の表第 2 号ア(ウ)ａ
の項

第 2号ア(ウ)ａ 平成 26 年改正条例
附則第 5条の規定に
より読み替えて適用

される第 89 条第 2
号ア(ウ)ａ

6,900円 5,500円
1万 800円 7,200円

附則第 16 条第 1 項
の表第 2 号ア(ウ)ｂ
の項

第 2号ア(ウ)ｂ 平成 26 年改正条例
附則第 5条の規定に
より読み替えて適用

される第 89 条第 2
号ア(ウ)ｂ
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現行 改正案

 3,800円 3,000円
5,000円 4,000円
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恵庭市税条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）＜第３条関係＞

現行 改正案

   附 則

第 1条～第 5条 (略) 

(市たばこ税に関する経過措置) 
第 6条 別段の定めがあるものを除き、附則第 1 条第 1 号に掲げる規定
の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第 17条に規
定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ 3 級品」
という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

2～6 (略) 
7 第 4項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前
項までに規定するもののほか、恵庭市税条例第 10条、第 105条第 4項
及び第 5項、第 107条の 2並びに第 108条の規定を適用する。この場
合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(略) 
第 10条第 3号 第 105条第 1項     

         若しく

は第 2 項の申告書又は第
138 条第 1 項の申告書でそ
の提出期限

平成 27年改正条
例附則第6条第6
項の納期限

(略) 

附 則

第 1条～第 5条 (略) 

(市たばこ税に関する経過措置) 
第 6 条 別段の定めがあるものを除き、附則第 1 条第 1 号に掲げる規定
の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第 17条に規
定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ 3級品」
という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

2～6 (略) 
7 第 4項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前
項までに規定するもののほか、恵庭市税条例第 10条、第 105条第 4項
及び第 5項、第 107条の 2並びに第 108条の規定を適用する。この場
合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(略) 
第 10条第 3号 第 88 条の 6 第 1 項の申告

書、第 105条第 1項若しく
は第 2 項の申告書又は第
138 条第 1 項の申告書でそ
の提出期限

平成 27年改正条
例附則第6条第6
項の納期限

(略) 
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現行 改正案

8～14 (略) 

第 7条・第 8条 (略) 

8～14 (略) 

第 7条・第 8条 (略) 

6
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議案第３号

恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

て

 恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のとおり改

正することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

   恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例

 恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３５年条例第１

４号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

「
選挙事務に係

る管理者等

選挙長 １万６００円

投票所の投票

管理者

１万２，６００円

共通投票所の

投票管理者

１万２，６００円

期日前投票所

の投票管理者

１万１，１００円
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」を

開票管理者 １万６００円

投票所の投票

立会人

１万７００円

ただし、立会時間内

に交替する場合にあ

っては、５，３５０

円とする。

共通投票所の

投票立会人

１万７００円

ただし、立会時間内

に交替する場合にあ

っては、５，３５０

円とする。

期日前投票所

の投票立会人

９，５００円

ただし、立会時間内

に交替する場合にあ

っては、４，７５０

円とする。

開票立会人 ８，８００円

選挙立会人 ８，８００円

外部立会人 １万７００円

ただし、立会時間の

うち一部の時間につ

いて従事する場合に

あっては、１，２６

０円に当該時間数を

乗じて得た額とす

る。
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「

選挙事務に係

る管理者等

選挙長 １万８００円

投票所の投票

管理者

１万２，８００円

ただし、職務を行う

時間内に交替する場

合にあっては、６，

４００円とする。

共通投票所の

投票管理者

１万２，８００円

ただし、職務を行う

時間内に交替する場

合にあっては、６，

４００円とする。

期日前投票所

の投票管理者

１万１，３００円

ただし、職務を行う

時間内に交替する場

合にあっては、５，

６５０円とする。

開票管理者 １万８００円

投票所の投票

立会人

１万９００円

ただし、立会時間内

に交替する場合にあ

っては、５，４５０

円とする。

共通投票所の

投票立会人

１万９００円

ただし、立会時間内

に交替する場合にあ

っては、５，４５０
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」に

改める。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

 （適用区分）

２ この条例による改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を公示され、

又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示さ

れた選挙については、なお従前の例による。

円とする。

期日前投票所

の投票立会人

９，６００円

ただし、立会時間内

に交替する場合に

あっては、４，８０

０円とする。

開票立会人 ８，９００円

選挙立会人 ８，９００円

外部立会人 １万９００円

ただし、立会時間の

うち一部の時間に

ついて従事する場

合にあっては、１，

２８０円に当該時

間数を乗じて得た

額とする。
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恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条～第 4条 (略) 

別表第 1(第 2条関係) 
区分 報酬

日額 月額 年額

(略) 
選挙事務に

係る管理者

等

選挙長 1万600円
投票所の投

票管理者

1万2,600円

共通投票所

の投票管理

者

1万2,600円

期日前投票

所の投票管

理者

1万1,100円

開票管理者 1万600円
投票所の投

票立会人

1万700円
ただし、立会時

間内に交替す

る場合にあっ

ては、5,350円

第 1条～第 4条 (略) 

別表第 1(第 2条関係) 
区分 報酬

日額 月額 年額

(略) 
選挙事務に

係る管理者

等

選挙長 1万800円
投票所の投

票管理者

1万2,800円
ただし、職務を

行う時間内に

交替する場合

にあっては、

6,400 円 と す
る。

共通投票所

の投票管理

者

1万2,800円
ただし、職務を

行う時間内に

交替する場合

にあっては、

6,400 円 と す
る。

7
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現行 改正案

とする。

共通投票所

の投票立会

人

1万700円
ただし、立会時

間内に交替す

る場合にあっ

ては、5,350円
とする。

期日前投票

所の投票立

会人

9,500円
ただし、立会時

間内に交替す

る場合にあっ

ては、4,750円
とする。

開票立会人 8,800円
選挙立会人 8,800円
外部立会人 1万700円

ただし、立会時

間のうち一部

の時間につい

て従事する場

期日前投票

所の投票管

理者

1万1,300円
ただし、職務を

行う時間内に

交替する場合

にあっては、

5,650 円 と す
る。

開票管理者 1万800円
投票所の投

票立会人

1万900円
ただし、立会時

間内に交替す

る場合にあっ

ては、5,450円
とする。

共通投票所

の投票立会

人

1万900円
ただし、立会時

間内に交替す

る場合にあっ

ては、5,450円
とする。
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現行 改正案

合にあっては、

1,260円に当該
時間数を乗じ

て得た額とす

る。

(略) 

期日前投票

所の投票立

会人

9,600円
ただし、立会時

間内に交替す

る場合にあっ

ては、4,800円
とする。

開票立会人 8,900円
選挙立会人 8,900円
外部立会人 1万900円

ただし、立会時

間のうち一部

の時間につい

て従事する場

合にあっては、

1,280円に当該
時間数を乗じ

て得た額とす

る。

(略) 
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現行 改正案

別表第 2(第 4条関係) (略) 別表第 2(第 4条関係) (略) 
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議案第４号

   恵庭市廃棄物処理施設設置条例の一部改正について

 恵庭市廃棄物処理施設設置条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

   恵庭市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例

 恵庭市廃棄物処理施設設置条例（昭和５４年条例第５号）の一部を次のように改正する。

 第２条の表恵庭市ごみ処理場の項の次に次のように加える。

破砕施設 恵庭市盤尻２５５番地４

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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恵庭市廃棄物処理施設設置条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条 (略) 

(名称及び位置) 
第 2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

(略) 
恵庭市ごみ処理場 恵庭市盤尻 255番地 4 

(略) 

第 1条 (略) 

(名称及び位置) 
第 2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

(略) 

恵庭市ごみ処理場 恵庭市盤尻 255番地 4 
破砕施設 恵庭市盤尻 255番地 4 

(略) 

7
7



78



議案第５号

   恵庭市火災予防条例の一部改正について

 恵庭市火災予防条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

恵庭市火災予防条例の一部を改正する条例

恵庭市火災予防条例（昭和３８年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項第２号ただし書中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「工業標準化法」

を「産業標準化法」に、「第１７条第１項」を「第２０条第１項」に改める。 

第１７条第１項及び第１９条第１項第５号ただし書中「日本工業規格」を「日本産業規格」

に改める。 

第３０条の６第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、同条第６号を同

条第７号とし、同条第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 第３０条の３第１項各号又は第３０条の４第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施

設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消

防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第３条第２項及び

第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１項第２号ただし書、第１７条第１

項及び第１９条第１項第５号ただし書の改正規定は、令和元年７月１日から施行する。
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恵庭市火災予防条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条～第 4条 (略) 

(ストーブ) 
第 5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の構
造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) (略) 
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するストーブにあっては、前号アの
規定に準じて設けること。ただし、日本工業規格(工業標準化法(昭和
24年法律第 185号)第 17条第 1項に規定する日本工業規格をいう。
以下同じ。)又は火災予防上これと同等以上の基準に適合していると
認められるものにあっては、この限りでない。

(3) (略) 
2 (略) 

第 6条～第 16条 (略) 

(避雷設備) 
第 17条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本工業規格に
適合するものとしなければならない。

2 (略) 

第 1条～第 4条 (略) 

(ストーブ) 
第 5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の構
造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) (略) 
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するストーブにあっては、前号アの
規定に準じて設けること。ただし、日本産業規格(産業標準化法(昭和
24年法律第 185号)第 20条第 1項に規定する日本産業規格をいう。
以下同じ。)又は火災予防上これと同等以上の基準に適合していると
認められるものにあっては、この限りでない。

(3) (略) 
2 (略) 

第 6条～第 16条 (略) 

(避雷設備) 
第 17条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格に
適合するものとしなければならない。

2 (略) 
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現行 改正案

第 18条～第 18条の 4 (略) 

(液体燃料を使用する器具) 
第 19条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらな
ければならない。

(1)～(4) (略) 
(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。ただし、日本工業規格又
は火災予防上これと同等以上の基準に適合していると認められる移

動式ストーブ及び移動式こんろを使用する場合は、第 5 条第 3 号を
準用する。

(6)～(13) (略) 
2 (略) 

第 20条～第 30条の 5 (略) 

(設置の免除) 
第 30条の 6 第 30条の 2から第 30条の 4の規定にかかわらず、次の各
号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分に

ついて住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において
「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。
(1) 第 30条の 3第 1項各号又は第 30条の 4第 1項に掲げる住宅の部

第 18条～第 18条の 4 (略) 

(液体燃料を使用する器具) 
第 19条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらな
ければならない。

(1)～(4) (略) 
(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。ただし、日本産業規格又
は火災予防上これと同等以上の基準に適合していると認められる移

動式ストーブ及び移動式こんろを使用する場合は、第 5 条第 3 号を
準用する。

(6)～(13) (略) 
2 (略) 

第 20条～第 30条の 5 (略) 

(設置の免除) 
第 30条の 6 第 30条の 2から第 30条の 4の規定にかかわらず、次の各
号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分に

ついて住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において
「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。
(1) 第 30条の 3第 1項各号又は第 30条の 4第 1項に掲げる住宅の部
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現行 改正案

分にスプリンクラー設備(標示温度が 75度以下で作動時間が 60秒以
内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第
12 条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例によ
り設置したとき。

(2)～(5) (略) 

(6) (略) 

第 30条の 7～第 56条 (略) 

分にスプリンクラー設備(標示温度が 75度以下で種別が 1種  
 の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第
12 条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例によ
り設置したとき。

(2)～(5) (略) 
(6) 第 30条の 3第 1項各号又は第 30条の 4第 1項に掲げる住宅の部
分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関す

る省令(平成 20年総務省令第 156号)第 3条第 2項及び第 3項に定め
る技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したと

き。

(7) (略) 

第 30条の 7～第 56条 (略) 
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議案第６号

   財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 物件の表示  財務会計システム構築

２ 契 約 金 額 ３２，３８１，８５６円

３ 契約の相手方  札幌市中央区北四条西６丁目

          北海道市町村備荒資金組合

          組合長 菊 谷 秀 吉

４ 取得の目的 財務会計システムの老朽化に伴う再構築

５ 契約の方法 随意契約
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財務会計システム構築の内訳

№ 品名（形式） 数量

１ 財務会計システム初期構築（ライセンス、適用費） 一式

２ データセンタ初期構築費 一式
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議案第７号

   財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 物件の表示  恵庭市役所本庁舎照明ＬＥＤ化事業

２ 契 約 金 額  ２４，７８６，０００円

３ 契約の相手方  恵庭市緑町２丁目１０番１０号

          槌本電設工業株式会社

          代表取締役 槌 本 明 彦

４ 取得の目的  恵庭市役所本庁舎照明のＬＥＤ化

５ 契約の方法  ７者による指名競争入札
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指名競争入札参加業者一覧

  野村電気株式会社

  槌本電設工業株式会社

  川本電気商会

  日栄電機株式会社

  アルファ電器ニューメディア店

  北燃商事株式会社末広営業所

  細川電機株式会社

                     以上 ７者
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恵庭市役所本庁照明ＬＥＤ化事業の内訳

№ 品名（形式） 数量 備考

１ 直管ＬＥＤランプ ２１３台 地下１階

２ ＬＥＤシーリング スタンダードシリーズ ３，３００ｌｍ

６畳調光

２台 地下１階

３ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替器具 ３６形３灯 電源ランプ ４台 地下１階

４ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替ランプ（電源内蔵）３６形 １２本 地下１階

５ ＬＥＤベースダウンライトφ１５０ ３個 地下１階

６ 調光ユニット 一式 １階

７ 直管ＬＥＤランプ ２４４本 １階

８ ＬＥＤベースダウンライトφ１５０ １８個 １階

９ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替器具 ３６形３灯 電源ランプ １２台 １階

１０ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替ランプ（電源内蔵）３６形 ７５本 １階

１１ 埋込ベース照明ＳＱシリーズφ４５０ ２個 １階

１２ グロー対応直管 １５形 昼白色 １個 １階

１３ ＲＣバルブＥ３９口金８０００ｌｍ 透明 １台 １階

１４ ＲＣバルブ専用電源 Ｅ３９ １台 １階

１５ ＲＣバルブＥ２６口金４０００ｌｍ 透明 ２台 １階

１６ ＲＣバルブ専用電源 Ｅ２６ ２台 １階

１７ 調光ユニット 一式 ２階

１８ 直管ＬＥＤランプ ＨＥ１６０Ｓ ４０形 ２３４本 ２階

１９ 直管ＬＥＤランプ ＥＣＯＨｉＬＵＸ ＨＥ１６０Ｓ ３９本 ２階

２０ ＬＥＤベースダウンライトφ１５０ ２０個 ２階

２１ コンパクト蛍光 ３２台 ２階
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２２ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替器具 ３６形３灯 電源ランプ ８台 ２階

２３ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替ランプ（電源内蔵）３６形 １２６本 ２階

２４ 直管ＬＥＤランプ １６４本 ３階

２５ ＬＥＤベースダウンライトφ１５０ ８個 ３階

２６ ＥＣＯＨｉＬＵＸ ＣＰⅡ コンパクト蛍光 １６台 ３階

２７ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替器具 ３６形３灯 電源ランプ ８台 ３階

２８ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替ランプ（電源内蔵）３６形 １２３本 ３階

２９ 直管ＬＥＤランプ ９本 塔屋階

３０ ＬＥＤダウンライト 大光量タイプ 埋込穴径φ２００ ６０台 塔屋階

３１ ＬＥＤダウンライトΦ１７５－Ф１２５ １８灯 １／２配

光角５０

１８台 塔屋階

３２ コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替ランプ（電源内蔵）３６形 １２本 塔屋階
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議案第８号

   財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 物件の表示  議場音響設備及び議会中継システム等一式

２ 契 約 金 額 １９，４７０，０００円

３ 契約の相手方  札幌市中央区北四条西６丁目

          北海道市町村備荒資金組合

          組合長 菊 谷 秀 吉

４ 取得の目的 議場音響設備及び議会中継システムの老朽化に伴う更新

５ 契約の方法  随意契約
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議場音響設備及び議会中継システム等一式の内訳

№ 品名（形式） 数量

１ 議場内機器（会議ユニット、マイクロホン等） 一式

２ 書記席機器（議会中継用エンコード装置等） 一式

３ 議場後操作員席機器（議会運営コントロールシステム等） 一式

４ 庁内配信用装置 一式

５ 工事費 一式

６ ソフトウェア、サーバーセットアップ、サーバー調整費 一式

７ 既存機器撤去処分費 一式

８ 運搬・諸経費 一式
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議案第９号

   財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 物件の表示  小型除雪車

（ロータリ除雪車１．３ｍ／７００ｔ級、装備幅１．５ｍ以下・草刈装置

付）

２ 契 約 金 額  ２６，６７５，０００円

３ 契約の相手方  岩見沢市幌向北一条２丁目５８０番地

          開発工建株式会社

          代表取締役 奈 良 和 康

４ 取得の目的  歩道専用のロータリ除雪車の更新

５ 契約の方法  ３者による指名競争入札
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指名競争入札参加業者一覧

  北海道川崎建機株式会社札幌支店

開発工建株式会社

ナラサキ産業株式会社北海道支社     

                      以上 ３者
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議案第１０号

   財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 物件の表示  恵庭市立小学校電子黒板等ＩＣＴ機器一式

２ 契 約 金 額 ４３，９２３，６００円

３ 契約の相手方  恵庭市島松寿町１丁目１６番地２

          トーエイ株式会社

          代表取締役 石 川 俊 則

４ 取得の目的 和光小学校及び若草小学校におけるＩＣＴ環境の整備

５ 契約の方法 ９者による指名競争入札
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指名競争入札参加業者一覧

  株式会社カミノ恵庭支店

株式会社報業社恵庭店

株式会社ホクト商会

  野村家電販売株式会社

  株式会社ノースダイヤル

  トーエイ株式会社

  日栄電機株式会社

  たけやま書店

  株式会社北海教材社恵庭営業所

                     以上 ９者
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恵庭市立小学校電子黒板等ＩＣＴ機器一式の内訳 

№ 品名（形式） 数量

１ ディスプレイタイプ６５型電子黒板 ４５台 

２ ディスプレイタイプ６０型電子黒板 ４台 

３ 電子黒板用ノート型パソコン ４９台 

４ デジタルチューナー ４９台 

５ 機器取付設定 各一式 
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議案第１１号

   財産の取得について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 物件の表示  恵明中学校、柏陽中学校教育用コンピュータ機器等一式

２ 契 約 金 額 １４，７９６，０００円

３ 契約の相手方  恵庭市漁町１３８番地

          野村家電販売株式会社

          代表取締役 野 村 孝 雄

４ 取得の目的 恵明中学校及び柏陽中学校におけるパソコン教室の機器の更新及び整

          備

５ 契約の方法 ９者による指名競争入札
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指名競争入札参加業者一覧

  株式会社カミノ恵庭支店

株式会社報業社恵庭店

株式会社ホクト商会

  野村家電販売株式会社

  株式会社ノースダイヤル

  トーエイ株式会社

  日栄電機株式会社

  たけやま書店

  株式会社北海教材社恵庭営業所

                     以上 ９者
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恵明中学校、柏陽中学校教育用コンピュータ機器等一式の内訳 

№ 品名（形式） 数量

１ パソコン教室サーバー及び周辺機器 各一式 

２ タブレットパソコン教師用 ２台 

３ タブレットパソコン生徒用 ８０台 

４ インクジェットプリンター ４台 

５ モノクロレーザープリンター ２台 

６ 環境復元ソフト、フィルタリングソフト ８０式 

７ 学習用ソフト 各一式 

８ 機器取付設定 各一式 

110



議案第１２号

   市道の認定及び変更について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項において準用する同

法第８条第２項の規定により、市道を次のとおり認定及び変更することについて議決を求める。

  令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

市 道 認 定 路 線 

路線番号 路 線 名 起点終点 重要な経過地 

１５３２ 戸磯工業団地５番線 
戸磯４４５番地１ 

戸磯４４７番地３ 

市 道 変 更 路 線 

路線番号

旧
新
別

路 線 名 起点終点 重要な経過地 

１６９

旧

恵庭中央６号線 

相生町５８ 

相生町６７ 

新
相生町５８ 

相生町１番地１ 
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市 道 認 定 路 線

路線番号 路 線 名 敷地幅員 実 延 長 総 延 長

１５３２ 戸磯工業団地５番線 14.0m 539.5m 556.0m 

市 道 変 更 路 線

路線番号
旧
新
別

路 線 名 敷地幅員 実 延 長 総 延 長

１６９

旧

恵庭中央６号線

8.0m 266.8m 283.3m 

新 8.0m 230.0m 249.1m 
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路線図（新規認定）

変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

起点 終点 

新規認定 
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路線図（変更）

変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

起点 終点 

在来区間 変更区間 

拡大図 1：1000
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議案第１３号

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村職員

退職手当組合規約を次のとおり変更することに関し協議することについて、同法第２９０条の

規定により議決を求める。

令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許可）の

一部を次のように変更する。

別表（２）一部事務組合及び広域連合の表空知管内の項中「、北空知葬斎組合」を削り、同

表日高管内の項中「、日高地区交通災害共済組合」を削り、同表十勝管内の項中「、池北三町

行政事務組合」を削る。

附 則

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行する。
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北海道市町村職員退職手当組合規約新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条～第 15条 (略) 

別表

組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合

(1) (略) 
(2) 一部事務組合及び広域連合
区 分 一部事務組合及び広域連合

(略) 
空知管

内

長幌上水道企業団、北空知衛生センター組合、奈井江、

浦臼町学校給食組合、空知教育センター組合、中空知

衛生施設組合、南空知公衆衛生組合、中空知広域市町

村圏組合、西空知広域水道企業団、滝川地区広域消防

事務組合、深川地区消防組合、砂川地区広域消防組合、

南空知消防組合、砂川地区保健衛生組合、北空知葬斎

組合、月新水道企業団、桂沢水道企業団、北空知広域

水道企業団、石狩川流域下水道組合、中空知広域水道

企業団、南空知葬斎組合、空知中部広域連合

(略) 
日高管

内

日高東部衛生組合、日高地区交通災害共済組合、日高

東部消防組合、日高中部消防組合、日高中部衛生施設

組合、日高西部消防組合、平取町外2町衛生施設組合、
日高中部広域連合

十勝管 南十勝複合事務組合、池北三町行政事務組合、北十勝2

第 1条～第 15条 (略) 

別表

組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合

(1) (略) 
(2) 一部事務組合及び広域連合
区 分 一部事務組合及び広域連合

(略) 
空知管

内

長幌上水道企業団、北空知衛生センター組合、奈井江、

浦臼町学校給食組合、空知教育センター組合、中空知

衛生施設組合、南空知公衆衛生組合、中空知広域市町

村圏組合、西空知広域水道企業団、滝川地区広域消防

事務組合、深川地区消防組合、砂川地区広域消防組合、

南空知消防組合、砂川地区保健衛生組合      

  、月新水道企業団、桂沢水道企業団、北空知広域

水道企業団、石狩川流域下水道組合、中空知広域水道

企業団、南空知葬斎組合、空知中部広域連合

(略) 
日高管

内

日高東部衛生組合             、日高

東部消防組合、日高中部消防組合、日高中部衛生施設

組合、日高西部消防組合、平取町外2町衛生施設組合、
日高中部広域連合

十勝管 南十勝複合事務組合           、北十勝2

1
1
9



現行 改正案

内 町環境衛生処理組合、とかち広域消防事務組合

(略) 
内 町環境衛生処理組合、とかち広域消防事務組合

(略) 

1
2
0



議案第１４号

北海道市町村総合事務組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村総合

事務組合規約を次のとおり変更することに関し協議することについて、同法第２９０条の規定

により議決を求める。

令和元年６月１７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

北海道市町村総合事務組合規約（平成３１年２月２２日市町村第１８７７号指令）の一部を

次のように変更する。

別表第１空知総合振興局（３３）の項中「（３３）」を「（３２）」に改め、「、北空知葬斎組合」

を削り、同表日高振興局（１６）の項中「（１６）」を「（１５）」に改め、「、日高地区交通災害

共済組合」を削り、同表十勝総合振興局（２４）の項中「（２４）」を「（２３）」に改め、「、池

北三町行政事務組合」を削る。

別表第２の９の項中「、北空知葬斎組合」、「、日高地区交通災害共済組合」及び「、池北三

町行政事務組合」を削る。

附 則

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による北海道

知事の許可の日から施行する。
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北海道市町村総合事務組合規約新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条～第 15条 (略) 

別表第 1(第 2条関係) 組合を組織する地方公共団体
管内 市町村・一部事務組合及び広域連合

(略) 
空知総合振興局(33) 歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、

由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、

新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、

北竜町、沼田町、北空知衛生施設組合、南

空知消防組合、月新水道企業団、西空知広

域水道企業団、北空知広域水道企業団、長

幌上水道企業団、奈井江、浦臼町学校給食

組合、南空知公衆衛生組合、桂沢水道企業

団、岩見沢地区消防事務組合、北空知衛生

センター組合、北空知葬斎組合、南空知葬

斎組合、深川地区消防組合、砂川地区広域

消防組合、滝川地区広域消防事務組合、空

知中部広域連合、北空知圏学校給食組合

(略) 
日高振興局(16) 日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦

河町、様似町、えりも町、日高西部消防組

合、日高中部消防組合、日高東部消防組合、

平取町外 2町衛生施設組合、日高東部衛生
組合、日高中部衛生施設組合、日高地区交

通災害共済組合、日高中部広域連合、日高

管内地方税滞納整理機構 

第 1条～第 15条 (略) 

別表第 1(第 2条関係) 組合を組織する地方公共団体
管内 市町村・一部事務組合及び広域連合

(略) 
空知総合振興局(32) 歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、

由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、

新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、

北竜町、沼田町、北空知衛生施設組合、南

空知消防組合、月新水道企業団、西空知広

域水道企業団、北空知広域水道企業団、長

幌上水道企業団、奈井江、浦臼町学校給食

組合、南空知公衆衛生組合、桂沢水道企業

団、岩見沢地区消防事務組合、北空知衛生

センター組合        、南空知葬

斎組合、深川地区消防組合、砂川地区広域

消防組合、滝川地区広域消防事務組合、空

知中部広域連合、北空知圏学校給食組合

(略) 
日高振興局(15) 日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦

河町、様似町、えりも町、日高西部消防組

合、日高中部消防組合、日高東部消防組合、

平取町外 2町衛生施設組合、日高東部衛生
組合、日高中部衛生施設組合      

       、日高中部広域連合、日高

管内地方税滞納整理機構 
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現行 改正案

別表第 2(第 3条関係) 
共同処理する事務 共同処理する団体

(略) 
9 地方公務員災害
補償法(昭和 42年
法律第 121号)第
69条の規定に基づ
く非常勤の職員の

公務上の災害又は

通勤による災害に

対する補償に関す

る事務 

当別町、新篠津村、北斗市、松前町、福島

町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、

森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国

町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、

今金町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越

町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別

町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、

泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、

余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上

砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、

浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、

雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、鷹栖

町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、

十勝総合振興局(24) 音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得

町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、

大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、

本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、北十勝

2町環境衛生処理組合、池北三町行政事務
組合、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事

務組合、十勝中部広域水道企業団、とかち

広域消防事務組合 

(略) 

別表第 2(第 3条関係) 
共同処理する事務 共同処理する団体

(略) 
9 地方公務員災害
補償法(昭和 42年
法律第 121号)第
69条の規定に基づ
く非常勤の職員の

公務上の災害又は

通勤による災害に

対する補償に関す

る事務 

当別町、新篠津村、北斗市、松前町、福島

町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、

森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国

町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、

今金町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越

町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別

町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、

泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、

余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上

砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、

浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、

雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、鷹栖

町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、

十勝総合振興局(23) 音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得

町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、

大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、

本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、北十勝

2町環境衛生処理組合         
  、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事

務組合、十勝中部広域水道企業団、とかち

広域消防事務組合 

(略) 
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現行 改正案

 上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中

富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、

剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中

川町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、

初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、猿払

村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、

礼文町、利尻町、利尻富士町、大空町、美

幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、

訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧

別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、

豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、白老町、安平

町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、

新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、え

りも町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追

町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、

豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、

釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈

町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、

標津町、羅臼町、石狩北部地区消防事務組

合、北海道市町村備荒資金組合、石狩教育

研修センター組合、札幌広域圏組合、北海

道後期高齢者医療広域連合、道央廃棄物処

理組合、山越郡衛生処理組合、南渡島消防

事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島

衛生施設組合、渡島廃棄物処理広域連合、

渡島・檜山地方税滞納整理機構、南部桧山

衛生処理組合、檜山広域行政組合、江差町

 上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中

富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、

剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中

川町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、

初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、猿払

村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、

礼文町、利尻町、利尻富士町、大空町、美

幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、

訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧

別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、

豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、白老町、安平

町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、

新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、え

りも町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追

町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、

豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、

釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈

町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、

標津町、羅臼町、石狩北部地区消防事務組

合、北海道市町村備荒資金組合、石狩教育

研修センター組合、札幌広域圏組合、北海

道後期高齢者医療広域連合、道央廃棄物処

理組合、山越郡衛生処理組合、南渡島消防

事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島

衛生施設組合、渡島廃棄物処理広域連合、

渡島・檜山地方税滞納整理機構、南部桧山

衛生処理組合、檜山広域行政組合、江差町
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現行 改正案

 ・上ノ国町学校給食組合、北部桧山衛生セ

ンター組合、南部後志衛生施設組合、北後

志衛生施設組合、羊蹄山麓環境衛生組合、

羊蹄山ろく消防組合、北後志消防組合、岩

内・寿都地方消防組合、岩内地方衛生組合、

南部後志環境衛生組合、後志教育研修セン

ター組合、後志広域連合、北空知衛生施設

組合、南空知消防組合、月新水道企業団、

西空知広域水道企業団、北空知広域水道企

業団、長幌上水道企業団、奈井江、浦臼町

学校給食組合、南空知公衆衛生組合、桂沢

水道企業団、岩見沢地区消防事務組合、北

空知衛生センター組合、北空知葬斎組合、

南空知葬斎組合、深川地区消防組合、空知

中部広域連合、北空知圏学校給食組合、士

別地方消防事務組合、大雪消防組合、大雪

葬斎組合、大雪浄化組合、大雪清掃組合、

愛別町外 3町塵芥処理組合、上川北部消防
事務組合、名寄地区衛生施設事務組合、大

雪地区広域連合、富良野広域連合、上川広

域滞納整理機構、留萌消防組合、北留萌消

防組合、西天北五町衛生施設組合、羽幌町

外2町村衛生施設組合、留萌南部衛生組合、
利尻郡学校給食組合、利尻郡清掃施設組

合、南宗谷消防組合、利尻礼文消防事務組

合、稚内地区消防事務組合、南宗谷衛生施

設組合、利尻島国民健康保険病院組合、紋

別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌・

 ・上ノ国町学校給食組合、北部桧山衛生セ

ンター組合、南部後志衛生施設組合、北後

志衛生施設組合、羊蹄山麓環境衛生組合、

羊蹄山ろく消防組合、北後志消防組合、岩

内・寿都地方消防組合、岩内地方衛生組合、

南部後志環境衛生組合、後志教育研修セン

ター組合、後志広域連合、北空知衛生施設

組合、南空知消防組合、月新水道企業団、

西空知広域水道企業団、北空知広域水道企

業団、長幌上水道企業団、奈井江、浦臼町

学校給食組合、南空知公衆衛生組合、桂沢

水道企業団、岩見沢地区消防事務組合、北

空知衛生センター組合        、

南空知葬斎組合、深川地区消防組合、空知

中部広域連合、北空知圏学校給食組合、士

別地方消防事務組合、大雪消防組合、大雪

葬斎組合、大雪浄化組合、大雪清掃組合、

愛別町外 3町塵芥処理組合、上川北部消防
事務組合、名寄地区衛生施設事務組合、大

雪地区広域連合、富良野広域連合、上川広

域滞納整理機構、留萌消防組合、北留萌消

防組合、西天北五町衛生施設組合、羽幌町

外 2町村衛生施設組合、留萌南部衛生組合、
利尻郡学校給食組合、利尻郡清掃施設組

合、南宗谷消防組合、利尻礼文消防事務組

合、稚内地区消防事務組合、南宗谷衛生施

設組合、利尻島国民健康保険病院組合、紋

別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌・
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現行 改正案

 津別広域事務組合、斜里地区消防組合、斜

里郡 3町終末処理事業組合、西紋別地区環
境衛生施設組合、北見地区消防組合、広域

紋別病院企業団、安平・厚真行政事務組合、

胆振東部日高西部衛生組合、胆振東部消防

組合、西胆振行政事務組合、日高西部消防

組合、日高中部消防組合、日高東部消防組

合、平取町外 2町衛生施設組合、日高東部
衛生組合、日高中部衛生施設組合、日高地

区交通災害共済組合、日高中部広域連合、

日高管内地方税滞納整理機構、北十勝 2町
環境衛生処理組合、池北三町行政事務組

合、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事務

組合、十勝中部広域水道企業団、とかち広

域消防事務組合、川上郡衛生処理組合、釧

路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、

釧路白糠工業用水道企業団、釧路・根室広

域地方税滞納整理機構、根室北部衛生組

合、根室北部消防事務組合、中標津町外 2
町葬斎組合、根室北部廃棄物処理広域連合

(略) 

 津別広域事務組合、斜里地区消防組合、斜

里郡 3町終末処理事業組合、西紋別地区環
境衛生施設組合、北見地区消防組合、広域

紋別病院企業団、安平・厚真行政事務組合、

胆振東部日高西部衛生組合、胆振東部消防

組合、西胆振行政事務組合、日高西部消防

組合、日高中部消防組合、日高東部消防組

合、平取町外 2町衛生施設組合、日高東部
衛生組合、日高中部衛生施設組合    

         、日高中部広域連合、

日高管内地方税滞納整理機構、北十勝 2町
環境衛生処理組合      

 、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事務

組合、十勝中部広域水道企業団、とかち広

域消防事務組合、川上郡衛生処理組合、釧

路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、

釧路白糠工業用水道企業団、釧路・根室広

域地方税滞納整理機構、根室北部衛生組

合、根室北部消防事務組合、中標津町外 2
町葬斎組合、根室北部廃棄物処理広域連合

(略) 
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議案第１５号 

令和元年度恵庭市一般会計補正予算（第２号） 

令和元年度恵庭市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６８，８９７千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２７，７２２，６２３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第二表 地方債補正」による。 

令和元年６月１７日提出 

恵庭市長 原 田   裕   
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（変　更） （単位　千円）

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 債 179,100 255,200

第　二　表　　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的 補 正 前 の 限 度 額 補 正 後 の 限 度 額

1
3
1



132



1
3
3



1
3
4



1
3
5



1
3
6



1
3
7



1
3
8



1
3
9



（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

2 1 16 1
総 務 費 総 務 管 理 費 まちづくり推進基金費 ま ち づ く り 推 進 基 金 積 立 金 26,514 26,514

2 4 2 1
総 務 費 選 挙 費 参議院議員選挙費 参 議 院 議 員 選 挙 費 47 47

3 1 1 2
民 生 費 社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 社会福祉事業推進基金積立金 308 308

3 2 4 19
民 生 費 児 童 福 祉 費 子育て支援推進費 子 育 て 基 金 積 立 金 2,163 2,163

4 2 1 6
衛 生 費 保 健 体 育 費 運動スポーツ振興費 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金 140 140

6 1 3 7
農林水産業費 農 林 費 農 林 振 興 費 農 業 振 興 基 金 積 立 金 603 603

9 1 5 1
消 防 費 消 防 費 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 7,172 7,172

10 1 1 8
教 育 費 教 育 総 務 費 教 育 委 員 会 費 高等学校等入学準備金基金積立金 407 407

10 2 1 2
教 育 費 小 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 図 書 館 費 280 140 140

10 2 3 6
教 育 費 小 学 校 費 学 校 整 備 費 小 学 校 防 災 力 向 上 事 業 費 94,789 59,520 35,200 69

10 3 1 2
教 育 費 中 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 図 書 館 費 100 50 50

10 3 3 6
教 育 費 中 学 校 費 学 校 整 備 費 中 学 校 防 災 力 向 上 事 業 費 136,298 95,250 40,900 148

10 4 2 8
教 育 費 社 会 教 育 費 青少年女性等教育費 青少年 ・文化振興基金積立金 76 76

268,897 154,770 47 76,100 7,362 30,618
一般財源の内訳
繰越金　30,618合　　　　　　　　　　　　計

えにわ・花子さん愛情寄附積立　41件

子どもの読書活動を支える寄附制度による中学校図書の
購入　1件

子どもの読書活動を支える寄附制度による小学校図書の
購入　2件

えにわ・花子さん愛情寄附積立　14件

補助事業採択による新規事業の実施

補助事業採択による新規事業の実施

えにわ・花子さん愛情寄附積立　57件

えにわ・花子さん愛情寄附積立　393件

えにわ・花子さん愛情寄附積立　22件

えにわ・花子さん愛情寄附積立　107件

北海道市町村振興協会設立40周年記念特別支援事業
の実施

補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

えにわ・花子さん愛情寄附積立　1,355件
ふるさと納税事業経費積立　1,984件

報酬額の改定に伴う参議院議員選挙費の増額

経 費 名

説　明　資　料
（一般会計）

款 項 目

1
4
0


